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プロに聞く

経営相談室

　「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更
新及び雇止めに関する基準」が改正され、令和₆年
₄月₁日から施行されています。今回の改正により、
すべての労働者（無期契約労働者（期間の定めのな
い労働者）だけでなく、パート・アルバイトや契約
社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者な
どの有期契約労働者（期間の定めのある労働者）も
含みます）に対し、労働基準法の労働条件明示事項
に追加して、
　「就業場所・業務の変更の範囲」
　を労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に
書面により明示することが義務となります。
　明示が必要となるのは、令和₆年₄月₁日以降に
契約を結ぶ、もしくは契約の更新をする労働者とな
ります。
　「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業するこ
とが想定されている就業の場所と、労働者が通常従
事することが想定されている業務のことを指します。
　配置転換や、出向先の場所や業務は含まれますが、
臨時の応援業務や出張、研修等、就業場所や従事す

べき業務が一時的に変更される場合は含まれません。
　「変更の範囲」とは、その労働契約の期間中に、
今後の配置転換などにより変わり得る、就業場所や
従事する業務の範囲のことを指します。

　有期契約労働者（期間の定めのある労働者）に対
し、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングご
とに、更新上限（有期労働契約の通算契約期間また
は更新回数の上限）の有無と内容の明示が必要にな
ります。
　また、下記の場合には、あらかじめ（更新上限の
新設・短縮をする前のタイミングで）説明すること
が必要になります。
₁．更新上限を新たに設けようとする場合
₂．更新上限を短縮しようとする場合

　有期契約であっても、更新を繰り返し、実質無期
契約のようになっている契約も見受けられますが、
今後は上限の設定を行うのか、無期転換をすると何
か問題があるのかなど、再度検討する必要があります。

労働条件明示事項の追加1

2024年４月改正！
労働条件明示のルール変更について
～対応は済んでいますか？～

通算契約期間・更新上限の明示2

　【労働基準法の労働条件明示事項とは】
労働契約を結ぶ（更新の場合を含む）際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間
や休日、賃金、退職などに関することを明示しなければなりません。【労働基準法第１５条】

①～⑥（昇給は除く）については、書面を交付して明示しなければなりません。
⑦～⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合には、明示が必要となります。
※₁　労働者が希望した場合には、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信に
　　　より明示することも可能です。

　明示事項
　①労働契約の期間
　②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準　
　③就業の場所及び従事すべき業務
　④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
　⑤賃金、昇給
　⑥退職

⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、　賞与及び最低賃金等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職
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